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(3)＊手順3 麗用区分の確認

所定労働時間と実労働時間が常態的に異なる雇用区分である（乖離がある）場合は、実労働時間により雇用区分
を判断します。

イ 「雇用区分の変動なし」の者について (P21参照）

① 月ごとの雇用区分の確定
・ 下表により、月ごとの所定労働時間数と実労働時間数の雇用区分を確認します。 同一の雇用区分であると
きは、選択している唇用区分で確定となります。

• 月ごとの所定労働時間数と実労働時間数が異なる雇用区分に入る場合は、その月については、実労働時間
数を用いて下表により雇用区分を確定します。
ただし、月所定労働時間が80時間未満の者については、月の実労働時間が40時間以上あるかとうかのみ
を確認し、ある場合は「特定短時間労働者」となり、ない場合は対象外となります。実労働時間が月80時間
を超えても他の雇用区分にはなりません。

月の労働時問 雇用区分

120時間以上 短時間以外の常用雇用労働者

80時間以上120時間未満 短時間労働者

40時間以上80時間未満 特定短時間労働者

40時間未満 対象外

※ 月の途中で雇入れ・離職がある、障害者となった、又は算定基礎日の変更があった湯合で、かつ、月ごとの
実労働時間が月ごとの所定労働時間に満たない場合の雇用区分の判断については、次のとおりです。

月の途中で雇入れ・離職等により労働時間が通常の月より短くなる月は、実労働時間が以下の条件を満たす
場合（A；；；；Bとなる場合）には、選択している雇用区分で確定となります。

A 
120時間（短時間労働者の揚合は80時間、
特定短時間労働者の場合は40時間）

月の途中で雇入れ・離職等がなかった
場合の当該月の月ごとの所定労働時間

CAに1時閻未満の端数が生じた場合は、 1時間単位に切り上げる。）
※ 具体例はP41の例10をご参照ください。

x当該月の実際の月
ごとの所定労働時閻

＜＿― 

B 
当該月の

月ごとの実労働時間

② 対象障害者の雇用区分の確定
①により確定した月ごとの雇用区分が、対象期間（算定基礎日に在籍している期間）の半分を超える月におい
て、 P31(1)で把握した所定労働時間から判断された雇用区分と同じである湯合は、その対象障害者の雇用区
分の変更は不要です。
対象期間において半分以上の月で所定労働時間と実労働時間の雇用区分が異なる場合は、常態的な乖離ありと
し、実労働時間により雇用区分を判断します。 （詳細はP37参照）
具体的には、 の,......, 8日が1208 日い上の 米が‘9／ 召え 12か の1E3合7か E3合は「知8
閻以外の常用雇用労働者1となります。 の,.....,‘ 8日が808 日P上の の^ 吾が‘’‘ 召― 12か の
場合7か月）賜合は「短時間労働者jとなります。また、このいすれにも該当せす月の実労働時間が40時間以
上のが＇ノ‘を召える 12かの E3合7か 1E3合は ,.....,矢可、日 者となります。
ただし、 ―,...., 8日が408 日じ上808 日 ｝で E3合 ,....,zi1iJJB 日が808 日い上の が‘’‘ 召
えても雇用区分は「特定短時間労働者jのままとなります。 (P13「(6)特例給付金（経過措置）の申請」参照）

◆ 実労働時間について、 120時間以上の月数が対象期間において半分を超える場合
⇒ 短時間以外の常用雇用労働者

◆ 実労働時間について、 80時間以上の月数が対象期間において半分を超える1易合
⇒ 短時間労働者

◆ 実労働時間について、 40時間以上の月数が対象期間において半分を超える場合
⇒ 特定短時間労働者

1か月 12か月 13か月 14か月 15か月 16か月 17か月 18か月 19か月 110か月 I11か月 I12か月

半分を

超える月数
1か月 2か月

2か月
以上
3か月
以上
3か月
以上
4か月
以上
4か月
以上
5か月
以上
5か月
以上
6か月
以上
6か月
以上
7か月
以上

※ 実労働時間による雇用区分の判断 ・・・・・・ 半分を超える月数
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口 「雇用区分の変動あり」の者について (P21参照）

「雇用区分の変動あり」の場合は、所定労働時間の年間合計数と、実労働時間の年間合計数が異なる場合は、
実労働時間の年間合計数を対象期間の月数で除した月平均の実労働時間により雇用区分を判断します。

時問数 (1か月当たりの実労働時間） 雇用区分

120時問以上 短時問以外の常用薩用労働者

80時間以上120時間未満 短時間労働者

40時間以上80時間未満 特定短時間労働者

40時間未満 対象外

また、月の途中で雇入れ・離職等がある場合については、次により雇用区分を判断してください。

「月ごとの実労働時間の年閻合計時間数」を、下表の雇入れ日又は離職日に応じた「該当週数」と「月の途

中で雇入れ又は離職がある月を除く月数X4週 (1か月）」の合計週数で除します (1時間未満切捨て）。

この算出した週実労働時間に星づき、 30時間以上である場合は「短時閻以外の常用雇用労働者」、 20時間

以上30時間未満である場合は「短時閻労働者」、 10時閻以上20時間未満である場合は「特定短時間労働

者」、 10時閻未満である場合は「対象外」となります。

≪雇入れの場合≫ ≪離職の場合≫

雇入れ日 該当週数 離職日 該当週数

1~7日 4週 1~7日 1週

8~15日 3週 8~15日 2週

16~22日 2週 16~22日 3週

23～末日 1週 23～末日 4週

（注）算定基礎日に在籍していない月の週数は含めません。

※ 具体例はP44の例15をご参照ください。

なお、≪雇入れの場合≫において、算定基礎日を「月の初日以外の日」とする場合は、労働時間数の把握を

「前月の算定基礎日の翌日から当月の算定基礎日まで」としてください。 この場合、表中、 「1~7日」を
「前月の算定基礎日の翌日から7日目まで」と、 「8~15日」を「8日目から15日目まで」と、 「16~22
日」を「16日目から22日目まで」と、 「23～未日」を「23日目から当月の算定基礎日まで」と読み替えて
ください。

ハ 「変動型シフト制」の者について
「変動型シフト制」の者については、所定労働時閻を推定することが困難であるため、実労働時問の年間
合計数を対象期間の月数で除した月平均を「月ごとの所定労働時間」の代わりとして使用します。このため、
この区分に該当する者については、乖離判断は必要ありません。 （雇用契約書等で、週所定労働時間が30時
間以上の定めがある場合は、原則としてイに該当しますのでご注意ください。 P22参照。）

(4)＊手順4 雇用障害者の総数の把握
P34 (3)＊手順3により薩用区分を確認した障害者について、当該確認した雇用区分に基づき、令和6年4月

から令和7年3月における雇用障害者数を、各月ごとに把握します。

雇用障害者のカウントの方法については、 P29の記載と同様です。詳細はP45をご覧ください。

この際、特定短時間労働者については、重度身体障害者・重度知的障害者・精神障害者に該当する場合（試立

継続支援A型事業所の利用者を除くn)に、 1人につき0.5人として雇用障害者の総数に算入します。

特例給付金（経過措置）を申請する場合は、経過措置対象特定短時間障害者数を別途把握します。経過措置対

象特定短時間障害者は、雇用障害者数には算入しませんのでご注意ください。

またこの代一頂的戸じ唯が ‘吉 ―定‘動0司こよる雇区＇とは Tる雇区＇と‘‘| "さた

土室がい E3^ に1 20の「―― ‘ の靡の こおいて しこ欠ごとの弁も 1多正して

こい：ー一 ＝車 が、 1E3^ が Tお―,....,、 l日が、一矢戸0日‘ に芍当

は一 曰が808心上でっても―― としてカンせ、竺華の―区としても

特定短時間労働者である障害者から変更されませんn
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◆障害者の雇用区分の確認における具体例◆

| A「雇用区分の変動なし」 （各月の雇用区分が変動しない）の場合 I
＊圭順2 『月ごとの所定労働時間』と『月ごとの実労働時間』の確認

就業規則や雇用契約書等で定めている勤務すべきこととしている日数と勤務時間により月ご

との所定労働時間と、実際に勤務した時間を確認します。

例1) 社員Al 短時間以外の常用雇用労働者 I 

就業規則週所定労働時間37.5時
1時間未満の端数
は切捨て

月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 計

勤務すべき日数 20 19 20 22 17 19 21 20 20 19 18 L ---
月ごとの所定労働時間 150 142 150 165 127 142 157 150 150 142'" --135 157 1,767 

月ごとの実労働時間 172 150 170 150 150 150 157 150 150 142 142 180 1,863 

例2) 社員B I短時間労働者 l

雇用契約書週所定労働時間20時間 (5hX週4日）

月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月

月ごとの所定労働時間 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 

月ごとの実労働時間 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 

例3) 社員C 特定短時間労働者（重度身体障害者）

雇用契約書週所定労働時間16時間 (4hX週4日） 1算定基礎日に在籍する月
の記入 (2月は、 25日
に在籍していないため記

*2月14日退職（算定基礎日＝25日）
I入しない）

月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

月ごとの所定労働時間 64 64 64 64 64 64 64 64 64 

月ごとの実労働時間 I 64 I 64 I 64 I 64 I 64 I 64 I 64 I 64 I 64 

◇月ごとの所定労働時間と月ごとの実労働時間の記入に関する留意事項◇

〇 雇用障害者が算定幕礎日に在籍する月のみ所定労働時閻及び実労働時間を記入します。

〇 各月の労働時間は、原則として、各月の初日から末日までの時間を記入します。

ただし、算定基礎日を月の初日以外の日としている視合は、前月の算定基礎日の翌日から当月の算

定基礎日までの労働時間数を当月の労働時間数として記入してください（対象障害者により恣意的に

算出期間を変えることはできません。）。

（例）算定基礎日が15日の場合
→4月は3月16日～4月15日、 5月は4月16日～5月15日…の時間を記入する。

0 月の途中で雇入れ又は離職した場合であって、算定基礎日に在籍する月については、その月の在籍
日数分の所定労働時間と実労働時間を記入します。

0 月の途中で障害者となった又は手帳の返還等により障害者でなくなった場合であって、算定基礎日に
障害を有する月については、その月の障害者である日数分の所定労働時間と実労働時間を記入します。

0 年度の中途に事業を開始・廃止した場合等にあっては、 P58又はP60の「申告申請の対象となる
月」において、算定基礎日に在籍する月に係る所定労働時間及び実労働時間を記入します。

〇 育児・介護のための短時間勤務制度の利用により、所定労働時間が短くなっている場合であっても、

短時間勤務制度を利用する前の所定労働時間を記入します。

〇 事業場外労働における、みなし労働時閻制の対象となる者、裁量労働制の対象となる者、労働時間、

休憩及び休日に関する規定を適用されない者の労働時間の取扱いは、 P31をご覧ください。
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＊圭鯰 雇用区分の確認（所定労働時間と実労働時間の乖離）

所定労働時間と実労働時問との間に乖離がないか確認し、常態的な乖離がある労働者につい
ては、実労働時間により雇用区分を判断します。

ただし、特定短時問障害者については実労働時間が所定労働時間を上回り、短時問以外の常
用雇用労働者や短時間労働者に相当する時間数に達した場合であっても、雇用区分は変更でき

ませんのでご留意ください。

◇所定労働時問と実労働時問との間に常態的な乖離がある場合の取扱い◇

常態的な乖離とは、各月ごとの所定労働時間と実労働時間が、それぞれ下表のどの雇用区分にあてはま
るか確認し、丸 且司こおいて ‘I‘以上の で―定‘動B□と実‘動B□の唇区‘が里Tる E3合をいい
この場合、実労働時間により雇用区分を判断します。

月の労働時問 雇用区分

120時間以上 短時間以外の常用雇用労働者

80時間以上120時間未満 短時間労働者

40時間以上80時間未満 特定短時間労働者

40時問未満 対象外

対象期間 I 1か月 12か月 I 3か月 14か月 15か月 16か月 17か月 18か月 19か月 1 10か月 I11か月 I12か月

唇用区分が

異なる月数
1か月 1か月 1 2か月 1 2か月 1 3か月 3か月 4か月 1 4か月 1 5か月 1 5か月 1 6か月 6か月

以上 以上 以上 以上 以上 以上 以上 以上 以上 以上 以上

対象期間において
半分以上の月で
雇用区分が異なる場合

＝常態的な乖離あり

実労働時間で雇用区分を判断

0 120時間以上の月数が半分を超える (12か月
の現合7か月以上）現合
→ 短時間以外の常用雇用労一働者

0 80時間以上の月数が半分を超スる (12か月の
蠣合7か月以上）場合
→ 短時間労働者

0 40時間以上の月数が半分を超える (12か月の
揚合7か月以上） 揚合
→ 特定短時間労働者

0 40時間未満の月数が半分以上ある (12か月の
揚合6か月以上）揚合
→ 対象外
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日―定日況夫則雇 ぃ勺書で＾土が定める日んの蛇剛こよ ごとの―定‘動B
日が「矩B日じのー雇 者で ば1208、日｝ 「知B日 者で ば80B、日｝
にT E3合は 日の更壇 しこー烈のごとの―,....,- B畔上の一ー。日が ば の

月の雇用区の辻鞣はないものとしで'』"しま 列4-1 8月 2月
ただし、 ごとの実‘動B日がごとの―定‘動B司こ）たTい叫合は雇区‘が里Tるものとし
て取り扱います （例4-1 5月、9月、1月）

疇問以外の常用雇用労働者の雇用区分 1

| 短時間以外の常用雇用労働者 | 短時問労働者の雇用区分

就業規則週所定労働時間30時間 ヨ） ＼ 
／ 

月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月V計
月ごとの所定労働時間 120 114 120 132 102 114 126 120 120 114 108 ¥126 1,416 

月ごとの実労働時間 126 108 126 120 120 108 102 120 120 113 108 `  119 1,390 
乖離状況

゜
X 

゜゚ ゜
X X 

゜゚
X 

゜
X 

x:雇用区分が異なる、 0：雇用区分が同じ（実労働時間が所定労働時間を下回っていても120時間以上の場合
は0、月ごとの所定労働時間；；；；月ごとの実労働時間である場合はQ)
→ 対象期間のうちx（雇用区分が異なる月）は5か月であり、 120時間以上の月数が半分以上あるため、
- r北はTいと ‘l し‘こ によ 言した―区のとお

l逗時間以外の常用層用労働書 lとなりますn

例4-2)

8月の実労働時間が短時間労働者の
雇用区分だった湯合・・・

社員D I 短時間以外の常用雇用労働者
就業規則週所定労働時間30時間 (6hX週5日）

月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

月ごとの所定労働時間 120 114 120 132 102 114 126 120 120 

月ごとの実労働時間 126 108 126 120 100 108 102 120 120 

乖離状況

゜
X 

゜゚
X X X 

゜゚

1月 2月 3月 計

114 108 126 1,416 

113 108 1 19 1,370 

X 

゜
X 

x:雇用区分が異なる、〇：雇用区分が同じ（実労働時間が所定労働時間を下回っていても120時閻以上の湯合
は0、月ごとの所定労働時間二月ごとの実労働時間である揚合はQ)
→ 対象期間のうちx（雇用区分が異なる月）は6か月であり、対象期間において半分以上の月で雇用区分
が異なる,...., rゴじ t の B ― X ’l -, T 
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◆「短時問労働者」が「特定短時問労働者」となるケース

例5) 社員E I短時間労働者（重度以外身体障害者） I 
雇用契約書週所定労働時間20時間 (5hX週4日） 1時間未満の端数は切捨て

月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 計

月ごとの所定労働時間 80 80 80 95 85 85 95 80 80 80 80 90 1,010 

月ごとの実労働時間 75 90 75 80 85 75 80 80 80 75 79 75 949 

乖離状況 X 

゜
X 

゜゚
X 

゜゚ ゜
X X X 

x:雇用区分が異なる、 〇：雇用区分が同じ（実労働時間が所定労働時間を下回っていても80時間以上の場合は0)
→ 対象期間のうちx（雇用区分が異なる月）が半分以上あり、常態的な乖離があるので、実労働時間によ
り雇用区分を判断し、 80時間以上の月数が対象期間の半分を超えておらす、短時間労働者にならないが、

40時間以上の月数が対象期間の半分を超えているため 1特定短時間労働者（特例給付金（経過措置）） I 
となります。

◆「短時間労働者」が「短時間以外の常用雇用労働者」となるケース

例6) 社員F I短時間労働者 I

雇用契約書週所定労働時間20時間 (5hX週4日）

月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 計

月ごとの所定労働時間 80 80 80 95 85 85 95 80 80 80 80 90 1,010 

月ごとの実労働時間 100 79 100 120 90 120 120 120 120 100 120 120 1,309 

乖離状況

゜
X 

゜
X 

゜
X X X X 

゜
X X 

x ：雇用区分が異なる、〇：雇用区分が同じ
→ 対象期間のうちx（雇用区分が異なる月）が半分以上あり、常熊的な乖離があるので、実労働時間によ
り雇用区分を判断し、 120時間以上の月数が対象期間の半分を超えているので

l租時間以外の常用層用労働畜 lとなります。

例6-2) 社員G I短時間労働者 I
雇用契約書週所定労働時間28時間 (7hX週4日）

月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 計

月ごとの所定労働時間 112 1 12 1 12 133 119 119 133 112 112 1 12 1 12 1 19 1,407 

月ごとの実労働時間 119 79 100 140 90 140 140 140 140 100 140 140 1,468 

乖離状況

゜
X 

゜
X 

゜
X X X X 

゜
X X 

x:雇用区分が異なる、 〇：雇用区分が同じ（実労働時間が所定労働時間を下回っていても80時間以上の場合は0)
→ 対象期間のうちx（雇用区分が異なる月）が半分以上あり、常熊的な乖離があるので、実労働時間によ
り雇用区分を判断し、 120時間以上の月数が対象期間の半分を超えているので

l逗時間以外の常用層用汚慟言 Iとなります。

「短時間労働者」について、営業日（暦）等の影響により月ごとの所定労働時間が120時間以上になる場合
であって、 ごとの実‘動0日がごとの―定‘動0日を召える E3合は雇区‘が Tるものとして又 及い

ますn （例6-2の7月及び10月）
ただし、このために常態的な乖離ありと判断し、実労働時間により雇用区分を確認した結果、 「常用雇用労働

者に該当しない労働者」となる場合は、月ごとの実労働時間が月ごとの所定労働時間を超える場合であっても、

雇用区分は変わらないものとします。

※ 週（月）所定労働時閻により確認した「短時閻労働者」の場合は、複数の者が同一の雇用契約であっても、

所定労働時間と実労働時間との間に常態的な乖離がある場合には、 「特定短時間労働者」 （例5)、あるい

は「短時閻以外の常用雇用労働者」 （例6)となるケースなどがあります。
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◆営業日（暦）の関係から、月ごとの所定労働時間及び実労働時間が少ないケース

例7) 社員H I 短時間以外の常用雇用労働者 I 

就業規則週所定労働時間30時間 (6hX週5日）

*12月1日入社算定茎礎日＝1日

月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

月ごとの所定労働時間 120 114 108 126 468 

月ごとの実労働時間 120 114 108 126 468 

乖離状況

゜゚ ゜゚〇：週所定労働時間の下限が設定されており、実労働時間と比較しても雇用区分が同じ

→ 1月、 2月の所定労働時間は、営業日（暦）の関係から、短時間以外の常用雇用労働者の雇用区分であ
る120時閻に満たないが、 ごとの― 二ごとの で ので―区が曰じ
とT 凸 T I Tいの•‘― に —し—―区のと‘

l短時間以外の常用雇用労働者 lとなりますq （詳細は操作マニュアルP.57参照）

◆年度の途中で雇用区分を変更したケース

x ：雇用区分が異なる、 〇：雇用区分が同じ

変更前の期間（4月～9月）につ
いて、常態的な乖離がないか確認

→ 対象期間 (6か月）のうちx（雇用区分が異なる月）は2か月であり、常熊的な乖離はないので、
週所定労働時間により確認した雇用区分のとおり I短時間労働者 1となりますn

変更後の期間（10月～3月）につ
I 短時間以外の常用雇用労働者 I I ぃて、常態的な乖離がないか確認
雇用契約書週所定労働時間30時間 (6hX週5日）

*10月～3月まで
··— 

月 14月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 計

月ごとの所定労働時問 I 126 120 120 114 108 126 714 

月ごとの実労働時閻 11 8 1 25 1 29 11 3 11 9 I 11 9 I 723 

乖離状況 X 

゜゚
X OIX  

x ：唇用区分が異なる、 0：雇用区分が同じ
→ 対象期間 (6か月）のうちx（雇用区分が異なる月）が半分以上あり、常熊的な乖離があるので、実労
働時間により雇用区分を判断し、 120時閻以上の月数（実労働時間が所定労働時間を上回る月を含む。）
が対象期間の半分を超えていないため 1逗時間労働百 Iとなります。
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◆年度の途中で他事業所へ転勤したケース 異動郁の期間 (4月～9月）と異動後の期間（10月

（算定基礎日の変更があった場合も同様） ～3月）を通算して、常態的な乖離がないか確認

例9) 社員J 短時間以外の常用雇用労働者

就業規則週所定労働時間408ffl'(8hX週5日）

＊本社 (4月～9月まで）

月 4月 5月 6月 7月 8月 9月

月ごとの所定労働時間 1 16011521160117611361152 

月ごとの実労働時間 14011401154114011401140 

乖離状況 01010101010  

＊千葉支店 (10月～3月まで）

10月 11月 12月 1月

： 

2月 13月 計

936 

854 

月

月ごとの所定労働時間

月ごとの実労働時間

乖離状況

4月 15月 16月 17月 18月 19月言言言]1:I胃I三I::: 
x ：雇用区分が異なる、 0：雇用区分が同じ
→ 対象期間（12か月）のうちx（雇用区分が異なる月）が5か月であり、常熊的な乖離はないので、週

に 言しご区のとお 短時間以外の常用雇用労働者 とT

◆月の途中で雇入れ・離職したケース

（算定基礎日を月の初日以外の日とし、前月の算定基礎日の翌日から当月の算定基礎日までの間で

月ごとの労働時間数を把握している場合。）
※ 月の途中で障害者となった場合又は算定基礎日の変更があった場合も同様

例10) 社員K

月

月ごとの所定労働時間

月ごとの実労働時間

乖離状況

前月の算定基礎日の翌日から当月の算定基礎日

1 短時間以外の常用雇用労働者 1ピ［塁竺竺言詈坪犀忍汽詈嘉贔畠雷塁芯、

就業規則週所定労働時間30時問 (6hX退も百5

□ I口I]]享I塁叩呈I言可詈I言I詈I]]]:
x ：雇用区分が異なる、〇：雇用区分が同じ
→ 6月については、 P34の (3)のイの計算式より、 A(120h/132hX60h) =55h、B=59hで、

「A~B」となるので、雇用区分が同じ0となり、常熊的な乖離はないので、凋所定労働時間により確認
した雇用区分のとおり I短時間以外の常用雇用労働者 Iとなります，
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◆月の途中の離職により、当該月の月ごとの所定労働時間及び実労働時間が少ないケース

（月の途中の雇入れによる場合も同様）

月ごとの所定労働時間と月ごとの
実労働時間が同じ

x ：雇用区分が異なる、〇：雇用区分が同じ
→ 1月については、月ごとの所定労働時間及び月ごとの実労働時間は、通常の月に比べて少ないが、且こ
との― 二ごとの で ば雇区が百じ0とT - rれはTいので

に こしご区のとお 短時間以外の常用雇用労働者 とT

◆特定短時間労働者の場合で、実労働時間が所定労働時間を上回ったケース

例12) 社員M I 特定短時問労働者（重度身体障害者） I 

雇用契約書週所定労働時間15時間 (3hX週5日）

月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 計

月ごとの所定労働時間 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 720 

月ごとの実労働時間 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 1,440 

乖離状況 X X X X X X X X X X X X 

x雇用区分が異なる、 0：雇用区分が同じ
→ 常用雇用労働者とは、 1週間の所定労働時間が20時間以上である労働者をいう。したがって、実労働
時間が月80時間以上となったとしても、雇用契約等の変更により1週間の所定労働時間が20時間以上と

ならない限り、常用雇用労働者に該当しない。 1特定短時間労働者 Iとなります。



雇用区分が月ごとに変動する場合は、年間の合計時間数に基づき次頁手順３で雇用区分を判断します。

時間÷ か月＝ …

時間未満の端数は切捨てのため 時間となり、社員 は特定短時間労働者に該当します。

変動型シフト制で勤務する場合は、所定労働時間を推定することが困難なため、雇用区分が月ごとに変動する、

変動しないに関係なく、年間の合計時間数に基づき次頁手順３で雇用区分を判断します。

時間÷ か月＝ …

以上の定めがある場合は、原則として 『 「雇用区分の変動なし」 各月の雇用区分が変動
しない の場合』に該当しますのでご注意ください。

時間未満の端数は切捨てのため 時間となり、社員 は短時間労働者に該当します。
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| B「雇用区分の変動あり」 （各月の雇用区分が変動する）の場合

＊圭順2 『月ごとの所定労働時間の年間合計時間数』と
『月ごとの実労働時間の年間合計時間数』の確認

月ごとに雇用区分の変動がある場合は、就業規則や雇用契約書等で定めている勤務すべきこ
ととしている日数と勤務時間による月ごとの所定労働時間の年間合計時間数と、実際に勤務し
た月ごとの労働時間の年間合計時間数を確認します。

例13) 社員N 月ごとの就業時間が決まっていて雇用区分が変動するパート労働者

月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 計

月ごとの所定労働時間 80 120 50 20 150 100 40 40 50 120 50 90 910 

月ごとの実労働時間 80 120 50 20 150 100 40 40 50 120 50 90 910 

雇用区分 短 常 特 外 常 短 特 特 特 常 特 短

（常：短時間以外の常用雇用労働者短：短時間労働者特：特定短時間労働者外：対象外）

910 12 75.833 
75 N 

なお、上記の表中赤字の数字（月ごとの労働時間）は報告書 (II)に記入しません。変動ありに該当する場合

は、所定労働時間及び実労働時間の合計時間の箇所のみご記入ください。

C「変動型シフト制」 （勤務シフト等で初めて具体的な労働日や労働時間が確定するような勤務
形態） の揚合

＊圭順2 『月ごとの実労働時間の年間合計時間数』の確認
（『月ごとの所定労働時間の年間合計時間数』は実労働時間と同数）

所定労働時間を推定することが困難であるため、実労働時間の年問合計数を対象期問の月数
で除した月平均を「月ごとの所定労働時間」の代わりとして使用します。このため、この区分
に該当する者については、乖離判断は必要ありません。雇用契約等で、所定労働時間が30時問
以上の定めがある揚合は、原則としてP36『A「冠用区分の変動なし」（各月の匿用区分が変動
しない）の場合』に該当しますのでご注意ください。

例14) 社員〇 変動型シフト制のパート労働者 (12か月在籍）

月月ご：：の：：：::::|::)1 こ□1::)I::)I :: ::]I:::I：：□1：こ□1:: 1 こ□1::)I] [: 

1, 180 1 2 98.333 

98 0 
なお、上記の表中赤字の数字（月ごとの実労働時間）は報告書 (II)に記入しません。変動型シフト制に該当

する場合は、実労働時間を対象期間で除した平均値を用いて雇用区分を判断し、所定労働時間及び実労働時閻の

合計時間の箇所に実数を記入してください。



月所定労働時間が 時間未満の者は、法定雇用障害者数を算出する際に用いる「常用雇用労働者に該当しな

い労働者」であることから、『月ごとの所定労働時間の年間合計時間数』が「 時間×対象期間」（令和 年

月 日～令和 年 月 日に在籍している場合は、 時間× か月＝ 時間）以上でない場合は、所定労働

時間に基づく雇用区分は「特定短時間障害者」となり、月ごとの実労働時間の合計時間数が「 時間×対象期

間」（令和 年 月 日～令和 年 月 日に在籍している場合は、 時間× か月＝ 時間）以上であっ

ても特定短時間障害者のまま変更しません。障害者の雇用区分の入力誤りのないようご注意ください。
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◇月ごとの所定労働時間と月ごとの実労働時間の記入に関する留意事項◇

〇雇用障害者が一基日に土宝るの― AE'.:ti1i1l 8、日びー 8、日をカンし 日ノ‘を
記入します。
〇 各月の労働時間は、原則として、各月の初日から末日までの時間をカウントし、年間分を記入し
ます。
ただし、算定基礎日を月の初日以外の日としている場合は、前月の算定星礎日の翌日から当月の
算定基礎日までの労働時閻数を当月の労働時間数としてカウントし、年間分を記入してください
（対象障害者により恣意的に算出期間を変えることはできません。）。
0 月の途中で雇入れ又は離職した場合であって、算定基礎日に在籍する月については、その月の在
籍日数分の所定労働時間と実労働時間をカウントします。
0 月の途中で障害者となった又は手帳の返還等により障害者でなくなった湯合であって、算定基礎日
に障害を有する月については、その月の障害者である日数分の所定労働時間と実労働時間をカウント
します。
0 年度の中途に事業を開始・廃止した湯合等にあっては、 P58又はP60の「申告申請の対象となる
月」において、算定基礎日に在籍する月に係る所定労働時間及び実労働時間をカウントし、その合計
を年間分として記入します。
〇 育児・介護のための短時間勤務制度の利用により、所定労働時間が短くなっている湯合であって
も、短時間勤務制度を利用する前の所定労働時間により年間分を記入します。
〇 事業場外労働における、みなし労働時間制の対象となる者、裁量労働制の対象となる者、労働時間、
休憩及び休日に関する規定を適用されない者の労働時間の取扱いについては、 P31をご覧ください。

| B「変動あり」、 C 「変動型シフト制」 1 

＊圭順3 雇用区分の確認

月ごとの実労働時間の年間合計時間数を対象期間の月数で除した時間数で、雇用区分を判断
します。

時間数 (1か月当たりの実労働時間） 雇用区分

120時間以上 短時閻以外の常用雇用労働者

80時間以上120時間未満 短時間労働者

40時間以上80時間未満 特定短時間労働者

40時間未満 対象外

◆月の途中で雇入れ・離職したケース

例15) 社員P ［ 短時間以外の常用雇用労働者

算定基礎日に在籍する月の労働時間である
5/1~3/15の労働時間の合計を記載

B「変動あり」 ：雇用契約等月の労働時間数が繁忙期等にあわせてあらかじめ定めら
C「変動型シフト制」：雇用契約等月120時間程度、具体的にはシフトによる

*5月1日入社、 3月15日退社（算定基礎日＝1日）

月

月ごとの所定労働時間

4月 15月 16月 17月 18月 19月 110月111月112月11月 12月 13月 1 計

1,280 

月ごとの実労働時間 1,280 

→ P35 (3)口の計算式より、 1,280h/{40週（月の途中で離職がある月を除く月数X4週） ＋2週 (3月の
当該週数） ｝＝30時間以上 (1時間未満切捨て）なので 1短時間以外の常用雇用労働者 Iとなります。

1
＿
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80 12 960 

6 4 1 7 3 31 80 12 
80 
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